
示
ホ
ー
ル

参
加
費

無
料

申
込
期
間

８
月
４
日
（
土
）
〜

８
日
（
水
）

定
員

各
親
子
50
組
（
先
着
順
）

申
し
込
み
先

鳥
取
市
民
図
書
館

（
q
27
―

５
１
８
１
）

中
学
生
最
大
の
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ

ン
ト
「
全
国
中
学
校
体
育
大
会
」

が
、
中
国
地
方
各
地
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
鳥
取
市
で
は
、
次
の
種
目

が
行
わ
れ
ま
す
。

種
目

▽
新
体
操
／
８
月
17
日

（
金
）
〜
19
日
（
日
）
▽
体
操
競
技

／
８
月
21
日
（
火
）
〜
23
日
（
木
）

会
場

鳥
取
県
民
体
育
館（
布
勢
）

問
い
合
わ
せ
先

同
大
会
鳥
取
市

講
師

高
城
康
師
氏
（
鳥
取
市
立

病
院
整
形
外
科
）

問
い
合
わ
せ
先

健
康
対
策
課

（
q
20
―

３
１
９
５
）

児
童
文
学
者
と
し
て
、
ま
た
手

作
り
お
も
ち
ゃ
の
研
究
家
と
し
て

も
活
躍
さ
れ
て
い
る
木
村
研
さ
ん

（
鳥
取
県
溝
口
町
出
身
）
を
迎
え

て
、
親
子
で
絵
本
作
り
や
お
も
ち

ゃ
作
り
を
楽
し
み
ま
す
。

と
き

８
月
11
日
（
土
）
▽
午
前

10
時
〜
正
午
／
つ
く
っ
て
あ
そ
ぼ

う
手
づ
く
り
お
も
ち
ゃ
（
対
象
・

３
歳
以
上
）
▽
午
後
２
時
〜
４

時
／
楽
し
く
簡
単
に
作
れ
る
手
づ

く
り
絵
本（
対
象
・
小
学
生
以
上
）

と
こ
ろ

鳥
取
市
民
図
書
館
・
展

実
行
委
員
会
事
務
局
（
気
高
中
学

校
内
・
q
82
―

６
９
１
６
）

内
容

就
職
活
動
に
役
立
つ
講

演
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど

対
象
者

▽
大
学
の
２
・
３
回
生

▽
短
大
・
専
修
学
校
の
１
回
生

と
き

８
月
10
日
（
金
）
午
後
１

時
〜
４
時
10
分

と
こ
ろ

鳥
取
厚
生
年
金
会
館

（
扇
町
）

問
い
合
わ
せ
先

鳥
取
県
労
働
雇

用
課
（
q
26
―

７
６
９
２
）

お
盆
（
８
月
13
日
〜
16
日
）
は

平
常
ど
お
り
収
集
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

環
境
課
（
q
20

―

３
２
１
７

非核平和都市宣言推進鳥取市実行委員
会は、非核平和を訴えるため、パネル写
真と折り鶴の展示を行います。
■と　き　8月2日（木）～10日（金）
■ところ　市役所玄関ホール
※原爆の悲惨さを知っていただくため、
パネル写真の貸し出しも行っています。
■問い合わせ先　総務課（q20―3102）

■市民運動推進協議会■明るいまちをつくるため、大人も子どもも大きな声であいさつしましょう

夏
休
み
！

図
書
館
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

全
国
中
学
校
体
育
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
す

就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー

お
盆
の
ご
み
収
集

８月６日と９日は

平和の祈りの日
8月6日は広島市、9日は長崎市に原爆が
投下された日です。平和を祈って正午
から1分間の黙とうをささげましょう。

■問い合わせ先　1・2／ハローワーク（q23―2021）
3・4／鳥取県男女共同参画推進課（q26―7792）
5～9／（財）21世紀職業財団鳥取事務所（q24―2020）

⑮　とっとり市報

▽
▽

▽

1

2

3

4

5

6

7

8

9

雇用保険育児
休 業 給 付
雇用保険介護
休 業 給 付
育児・介護休業者
生活資金貸付事業
鳥取県小規模事業主育児
休業代替要員確保補助金
育児休業代替要
員確保等助成金
事業所内託児
施 設 助 成 金
育児・介護休業者職場復
帰プログラム実施奨励金
育 児 ・ 介 護
費 用 助 成 金
育児・介護雇用
環境整備助成金

事業・補助金名

雇用保険被保険者

雇用保険被保険者

育児・介護休業取得者または育児・介護休業取
得者に対して生活資金制度を設けている事業主

事 　 業 　 主

事 　 業 　 主

事 業 主 ま た は
事 業 主 団 体

事 　 業 　 主

事 　 業 　 主

事 業 主 団 体

対　象　者

満1歳未満の子を養育するための休業を取得
した場合に給付
対象家族を介護するための休業を取得した場
合に給付
育児・介護休業を安心して取得できるよう休
業中の生活資金を低利で貸し付け
小規模事業所（常時従事者10人未満）において、育児休業
取得従業員の代替要員を雇用した場合、費用の一部を助成
育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育児休業取
得者を原職等に復帰させた場合、費用の一部を助成
新たに事業所内に託児施設を新設し運営を開
始したり増設した場合、費用の一部を助成
育児・介護休業取得者の職業能力維持・回復を図るため
に職場復帰プログラムを計画的に実施する場合に支給
育児・介護サービスを利用する従業員に対し、
費用の全部又は一部を補助した場合に助成
仕事と家庭の両立制度を持ち、家庭的責任に配慮した雇
用管理を目指すための取り組みを実施する場合に助成

内 　 容


